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平成 23 年４月７日公表

集落営農実態調査結果の概要（九州）

（平成 23 年２月１日現在）

この調査は、集落を基礎とした営農組織について、全国統一的な基準で集落

営農の数及び取組状況を把握し、集落営農の育成・確保・支援に係る施策の企

画・立案、推進等に必要な資料を整備することを目的に実施したものです。
注： ここでいう「集落営農」とは、「集落」を単位として、農業生産過程における一部又は全部に

ついての共同化・統一化に関する合意の下に実施される営農（農業用機械の所有のみを共同で行

う取組及び栽培協定又は用排水の管理の合意のみの取組を行うものを除く）をいいます。

－ 集落営農数は０．７％増加 －

図１ 集落営農数の推移(九州)

2 396

2 470

2 525
2 562 2 580

2 000

2 200

2 400

2 600

平．19 20 21 22 23

(集落営農)

表１ 集落営農数

単位：集落営農

新 規
(統合・分割を
含む)(注:1)

継 続

全 国 13 577 14 643 1 459 13 184 2 332 9 357

九 州 2 562 2 580 101 2 479 293 1 667

福 岡 627 609 21 588 87 470

佐 賀 653 647 - 647 6 488

長 崎 101 109 9 100 7 76

熊 本 448 445 5 440 15 304

大 分 496 521 32 489 150 270

宮 崎 113 118 25 93 16 22

鹿 児 島 124 131 9 122 12 37

うち、戸別所
得補償モデル
対策加入
(注:2）

平成23年

平成22年区 分
計 うち、法人

１ 集落営農数

平成 23 年２月１日現在の集落営農数は

2,580 となり、前年に比べ 18(0.7％)増加

しました。

九州を県別にみると、佐賀県が 647 と最

も多く、次いで福岡県が 609、大分県が 521

の順となっています。

また、法人の集落営農数は 293 となり、

前年に比べ 27(10.2％)増加しました。

平成 22 年度に実施されました、戸別所

得補償モデル対策に加入の集落営農数は

1,667 で、加入割合は 64.6%でした。

注：1)「新規(統合・分割を含む)」には、組織自体は既に存在していたものの、前年調査以降それらの活動が進展し、本調査における集落

営農の定義を満たしたため本年から計上している組織を含みます。

2)戸別所得補償モデル対策に加入している集落営農数には、集落営農型の法人を含みます。

０

本統計調査結果で使用している統計表は、以下のアドレスからデータとしてご利用いただけます。

【http://www.maff.go.jp/kyusyu/toukei/index.html】

この統計調査における調査目的、調査対象などは、【調査の概要】Ｐ３に掲載しています。
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図２ 農地の集積面積規模別にみた集落営
農数割合(九州)
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図３ 構成農家数別にみた集落営農
数の割合(九州)
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図４ 活動内容別集落営農数(九州) －複数回答－
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２ 集落営農による農地の集積状況

集落営農による農地の現況集積面積

（経営耕地面積＋農作業受託面積）は、

９万 5,575ha となっており、1 集落営農

当たり 37.0ha となっています。

これを規模別にみると、30～50ha が

24.2% と 最 も 多 く 、 次 い で 20 ～

30ha(21.3%)、10～20ha(20.1%)の順にな

っています。

４ 集落営農の取組内容(複数回答)

農産物等の生産・販売活動をみると、「麦、大豆、てん菜、原料用ばれいしょのう

ち、いずれかを生産・販売」の集落営農が 1,502（全体に占める割合は 58.2％）と最

も多く、次いで「水稲・陸稲を生産・販売」が 1,468（56.9％）の順となっています。

また、農産物等の生産・販売以外の活動では、「機械の共同所有・共同利用を行う」

集落営農が 2,071（全体に占める割合は 80.3％）と最も多く、次いで「作付地の団地

化など集落内の土地利用調整を行う」が 1,554（60.2％）の順となっています。

農産物等の生産・販売活動 農産物等の生産・販売以外の活動

３ 構成農家数別にみた集落営農数

集落営農に参加する農家数の規模別に

集落営農数をみると、20～29 戸で構成さ

れる集落営農が 626（24.3%）と最も多く、

次いで 10～19 戸が 617(23.9%)、30～39

戸が 377(14.6%)の順となっています。

平成 23 年

集落営農数

2,580

(100%)

平成 23 年

集落営農数

2,580

(100%)
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【調査の概要】

１ 調査の目的

本調査は、集落を基礎とした営農組織について、全国統一的な基準で集落営農の数及び取組

状況を把握し、集落営農の育成・確保・支援に係る施策の企画・立案、推進、評価等に必要な

資料を整備することを目的としています。

２ 調査の対象

本調査は、全国の市区町村（直近の農林業センサスにおいて耕地の存在が認められなかった

市区町村を除く。）を対象としました。

３ 調査事項

(1) 集落営農数

(2) 法人化の状況

(3) 構成員

(4) 経営規模の状況

(5) 活動・取組内容

(6) 経理状況

(7) その他集落営農の実態を把握するために必要な事項

４ 調査期日

平成 23 年２月 1 日現在。

５ 調査の方法

本調査は、統計・情報センターから調査対象に対して調査票を郵送、電子メール又はファク

シミリにより配付・回収する自計申告調査（被調査者が自ら回答を調査票に記入する方法）の

方法により行いました。

６ 集計方法

各市区町村の調査結果を単純積み上げにより集計しました。

７ 目標（実績）精度

本調査は、全数調査のため、目標精度は設定していません。

８ 用語の解説

本調査における集落営農とは、「集落」を単位として注１)農業生産過程における一部又は全部

についての共同化・統一化に関する合意注２)の下に実施される営農（農業用機械の所有のみを共

同で行う取組及び栽培協定又は用排水の管理の合意のみの取組を行うものを除く。）をいいま

す。

注１) 集落を単位として
集落営農を構成する農家の範囲が、一つの農業集落を基本的な単位としていることです

（他集落に属する少数の農家が構成農家として参加している場合や、複数の集落をひとつ
の単位として構成する場合も含みます。）。なお、集落を構成する全ての農家が何らかの
形で集落営農に参加していることが原則ですが、集落内の全ての農家のうち、おおむね過
半の農家が参加している場合はこれを含めました。

また、大規模な集落の場合で、集落内に「組（くみ）」など、実質的に集落としての機
能を持った、より小さな単位がある場合は、これを集落営農の単位としました。
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注２) 農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一化に関する合意
集落営農に参加する農家が、集落営農の組織形態、農地の利用計画、農業用機械の利用

計画、役員やオペレーターの選定、栽培方法等、集落としてまとまりを持った営農に関す
るいずれかの事項について行う合意をいいます。

具体的には、次のいずれかに該当する取組を行っているものとしました。
(1) 集落で農業用機械を共同所有し、集落ぐるみのまとまった営農計画などに基づいて、

集落営農に参加する農家が共同で利用している。
(2) 集落で農業用機械を共同所有し、集落営農に参加する農家から基幹作業の委託を受け

たオペレーター組織等が利用している。
(3) 集落の農地全体をひとつの農場とみなし、集落内の営農を一括して管理・運営してい

る。
(4) 認定農業者、農業生産法人等、地域の意欲ある担い手に農地の集積、農作業の委託等

を進めながら、集落ぐるみでのまとまった営農計画などにより集落単位での土地利用、
営農を行っている。

(5) 集落営農に参加する各農家の出役により、共同で（農業用機械を利用した農作業以外
の）農作業を行っている。

(6) 作付地の団地化など、集落内の土地利用調整を行っている。

ただし、以下に該当する取組のみを行う組織については、集落営農組織には含まないこ
ととしました。
① 農業用機械の所有のみを共同で行う取組。
② 栽培協定、用排水の管理の合意のみの取組。

９ その他

この資料の数値は概数であり、確定値はホームページに掲載（平成 23 年 12 月予定）すると

ともに、その後発刊します『平成 23 年集落営農実態調査報告書』に掲載します。

【ホームページ掲載案内】

○ この統計調査結果は、以下のアドレスからもご覧になれます。

九州農政局ホームページ 【 http://www.maff.go.jp/kyusyu/toukei/index.html 】

農林水産省ホームページ 【 http://www.maff.go.jp/j/tokei/ 】

この結果の分野別分類は「農家数、担い手、農地など」に分類しています。

【掲載に関する問い合わせ先】

電 話：(代)096－211－9111 内線 4935

直通電話：096－211－9857

担 当：九州農政局 統計部 経営・構造統計課

構造統計係長 桟敷野


